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1

(1)男女共同参画に
関する正しい理解
と促進と法令・制度
等の周知

広報・CATV等を通
じた広報活動

男女共同参画週間に合わせ、様々な
媒体を使い、人権意識を啓発します。

男女共同参画事業 総務課 実施

町の広報、ＣＡＴＶ、防災無線を活用して、男女共同参
画週間の周知を行った。
また、岸本公民館きないや祭行政展で男女共同参画
パネル展を行った。

達成
男女共同参画週間のみならず、年間を通して
男女共同参画に関する正しい知識と理解の周
知を図っていく。

継続実施

2 人権相談
教育委員会事務局

実施

人権擁護委員による人権相談所を月2回(溝口公民
館・岸本公民館)定期的に開設した。この相談所は、
行政相談とも連携して男女共同参画に関する人権相
談にも幅広く対応している。

達成
引き続き、事業を継続し、相談体制を維持す
る。

継続実施

3 行政相談
総務課

実施
月に２回、人権相談と連携し、人権・行政相談として
岸本地域と溝口地域に開設した。また、月に１回、行
政相談日を別に設けている。

達成 継続実施

4
母子・寡婦及び父子家
庭の自立に必要な相
談指導

福祉課 実施
母子・父子自立支援員による相談支援を随時実施。
母子：31件、106回　父子：0件、0回
母子父子貸付相談　1件

達成 継続実施

5
各種相談窓口の
周知

総務課 実施
町の広報、防災無線、ＣＡＴＶで性別による差別的な
取扱いへの相談窓口である男女共同参画センターよ
りん彩の周知を行った。

達成 継続実施

6 男女共同参画事業
総務課

未実施
職場、地域社会向けの男女共同参画研修を行うこと
ができなかった。

一部達成
県の男女共同参画センターの講師派遣制度を
活用し、研修会を開催し普及啓発を図ることと
する。

継続実施

7 人権教育推進事業 教育委員会事務局 実施
Ｒ３年度作成した男女共同参画に関する啓発DVDを
人権講座等で活用を呼びかけた。

達成
男女共同参画に関する人権も大切な人権課題
であり、継続して啓発に取り組む。

継続実施

8
人権教育・啓発推進協
議会運営事業

教育委員会事務局 実施
人権カレンダーに男女共同参画週間を掲載し、週間
を周知した。

達成
町民に、より分かりやすい人権カレンダ―作成
に努力する。

継続実施

9
男女共同参画につ
いての学習

教育委員会事務局 実施

家庭科の学習では、（小）家庭生活が家族の協力に
よって営まれていること、（中）自分の成長とともに、家
族と協力・協働して家庭生活を営む必要があることを
理解し、課題をもって考え工夫する活動を通して身に
つけられるよう指導する。
社会科では小中ともに、歴史学習を通して我が国の
人権の確立された経緯を学んだり、国際社会におけ
る男女共同参画の実態を学んだりする。

達成 継続実施

10
乳幼児とのふれあ
い体験

教育委員会事務局 実施

 中学校家庭科では、幼児の発達と生活について知
り、子どもが育つ環境についての家族の役割、家族
が協力して育児を行う大切さを学習する。また、学習
したことを活かし、総合的な学習で職業調べをし保育
士のことを調べたり、職場体験学習で保育所に出向
き、実際に保育の体験を行ったりする。

達成 継続実施
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国や県、町の相談窓口の周知を行います。

(3)生涯を通じた男
女共同参画の学習
機会の提供

男女共同参画研
修会の開催

家庭、職場、学校、地域その他の社会
のあらゆる分野の男女共同参画の理
解を深めます。

家庭科、社会科等の授業の中で、男女共同参画の考え方に
ついて学習します。

乳幼児とのふれあいを通して、乳幼児に対する愛着、子どもを
産み育てる意義、子育ての喜びや楽しさを学ぶ機会を提供し
ます。

(2)各種相談窓口の
開設と周知

各種相談の実施 人権・行政相談所等を開設します。

Ⅰ
　
社
会
に
お
け
る
制
度
又
は
慣
行
の
見
直
し
と
意
識
改
革

1
　
男
女
の
共
同
参
画
推
進
に
向
け
た
意
識
改
革



2

基本
目標

基本方針 施策 事業・施策名 事業・施策の概要
実施事業名又は
関連・関係実施事業

担当課 取組状況 具体的取組内容
基本目標
に対する
評価

改善点など今後の事業展開への評価

令和６年度　伯耆町男女共同参画推進計画　実施状況調査書

NO

基本計画 令和５年度に実施した事業の状況

今 後 の
事 業 の
展開方針

11

2
政
策
・
方
針

決
定
過
程
へ
の

参
画
の
推
進

(1)審議会等への女
性の参画の推進

審議会等の男女
構成比率の改善

別紙のとおり 別紙のとおり

12
教育委員会事務局

実施
家庭教育講演会等の機会をとらえて、男性保護者へ
の呼びかけを行うなど、家庭教育における男女共同
参画促進を図った。

達成

人権や生涯学習などで開催する講演会等にお
いても、男女共同参画をテーマにしたものを設
定するなど、男女のいずれに女性参画の必要
性を学ぶ場を設ける。

継続実施

13 企画課 実施

集落役員や二部地区活性化推進機構、日光地区協
議会等の地域づくり団体の女性役員等の選出につい
ては、それぞれの組織の自主性を尊重している。
二部地区　総数73人：うち女性26人　35.6％
　(前年度） 総数65人：うち女性25人　38.5％
日光地区　総数30人：うち女性　5人　16.6％
　(前年度） 総数30人：うち女性　4人　13.3％

未達成

日光地区協議会は女性構成比が増加したもの
の、二部地区活性化推進機構においては減少
した。各集落役員においても女性構成比が低
く、住民活動における男女共同参画の推進に
あたっては、広く周知啓発を充実していくような
気運の醸成が必要。

継続実施

14
女性消防団員の
入団促進

総務課 実施
Ｒ6.3.31現在　消防団員数　136人
うち女性消防団員　15人

達成
継続的に事業実施できており、今後も女性消
防団員の入団促進に向けた広報活動を行って
いく。

継続実施

15
女性の視点を取り
入れた災害対策

総務課 未実施 防災会議を開催していない。 未達成
防災計画の見直しを今後行うため、男女共同
参画の視点を取り入れた計画やマニュアル整
備を実施していく。

内容検討
実施

16 食育推進事業
健康対策課

未実施 希望される団体がなく、未実施。 未達成
公民館活動や老人クラブ等と連携し、新たな対
象や実施場所を確保する。

継続実施

17 公民館生涯学習事業 教育委員会事務局 実施
男性向けの料理教室は開催しなかった。
（小中学生向けの料理教室を溝口・二部公民館で実
施）

一部達成
事業ニーズや参加者の要望等を検討のうえ、
実施方法を見直す。

内容検討
実施

18 健康相談事業 実施

・集団住民健診時に、管理栄養士及び保健師による
健康相談を実施した。
　実施回数：19回
　実施者数：779人

達成 引き続き、住民健診時に個別相談を実施する。 継続実施

19 健康教育事業 実施

・水中運動教室
　ウォーキング1期6人、2期12人、ジョギング1期5人
　2期6人、ビヨンドミラクル2期3人　　計32人
・糖尿病予防教室
　　４回×１コース　参加者数 実７人
・糖尿病予防講演会
　　年間１回開催　参加者数　１５人
・中学校生活習慣病予防教室
　　対象：町内中学校に通う中学２年生
　　年間３教室実施　参加者数 ９６人

達成

糖尿病予防教室をリニューアルし、新たに生活
習慣病予防教室を新設して対象を広げる他、
みぞくちテラソを活用した運動指導を加えて実
施する。

継続実施

20 健康づくり推進事業 実施 ・健康づくりフォーラム　実施回数：１回、１８９人 達成
地域の課題や取り組みを住民、関係団体とが
共有する機会として今後も継続して実施する。

継続実施

健康対策課

審議会等への男性又は女性の割合を４割にするよう、条例に
基づき努力します。

1
地
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（1）地域活動への
女性の参画の推進

地域活動への男
女構成比率の改
善

ＰＴＡ役員、青少年育成伯耆町民会議、地域づくり活動の男女
構成比率を改善するため、啓発活動を行います。

（2）防災分野での
男女共同参画の推
進

　女性の視点を消防事業に活かすため、女性消防団員の入
団を促進します。

　防災計画、避難所運営などにおいて女性の視点を活かした
防災計画の整備、避難所運営などを促進します。

（1）家事における
男女共同参画の推
進

男性のための料理
教室

食生活改善推進員や管理栄養士が
講師とな.るなど、減塩とバランスを重
視した献立で調理実習を行います。

健康づくり講演会
生活習慣病等に関する意識啓発を行
います。
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21
子育て世代包括支援
センター

健康対策課 実施

離乳食教室　　　　年間 8回実施　　参加者数 35組
幼児食教室　　　　年間 1回実施　　参加者数 10組
にこにこ親子教室　年間　7回実施　　　参加者数　延
20組
子育て相談日　　　年間　11回　参加者数　34人
妊婦歯科健診　　　21人
助産師訪問ケア　2件
産後ケア
 母子ショートステイ　　利用実人数9組（延べ利用日
数38日）
 母子デイケア　　　　　利用実人数12組（延べ利用日
数36日）

達成
引き続き必要な方に利用してしただけるように
妊娠期から子育てに関する事業を周知してい
く。

継続実施

22 子育て支援センター
福祉課

実施

子育てに関する情報提供、手作りおもちゃの講習や
遊びの紹介、保護者のストレス軽減のための活動、
季節に合わせた交流行事、子育て相談等を実施し
た。
延べ人数：　子供　2,291人　、　大人　1,556人
世帯数：　68世帯

達成
子育て家庭であっても、子育て支援センターの
存在を認識していない人もまだあるので、もっと
紹介していく必要がある。

継続実施

23 インクルーシブ事業 教育委員会事務局 実施

早期支援コーディネーターが３歳児、５歳児健診に出
かけ、保健部局と連携して幼児の発達の様子を観察
したり、必要に応じて保護者からの相談を受けたりす
る。

達成
小学校入学に向けて、早めに園や保護者と小
学校、教育委員会が連携できるよう、体制の見
直し等も必要に応じて行っていく。

継続実施

24 教育支援センター 教育委員会事務局 実施
不登校傾向、不登校の児童生徒の学びの場として指
導員１名、保護者の相談・学校との連携を行うために
相談員２名を配置。

達成
チラシを見て直接相談に来られた保護者の方
がいた。今後も家庭への周知を図っていく。

継続実施

25
土曜授業等実施支援
事業

教育委員会事務局
実施

各公民館、文化センター等で地域社会における小中
学生の学びの場（工作教室、絵画教室等）を設定。
学校については、教員の働き方改革の一環として土
曜開催を止め、平日の時間外に開催した。

達成
学校においては、土曜日に限らず地域とともに
学ぶ機会を学習方法・内容を工夫しながら設定
していく。

継続実施

26 公民館体験活動
教育委員会事務局

実施

各公民館において、ものづくりや料理教室など様々な
体験事業を実施し、子どもと保護者の交流促進を
図った。また、土曜日を中心に事業を行い、父親の参
加促進を図った。

達成
魅力あるプログラムを作ることで子どもと大人
の交流を図り、社会全体で子育てしていく機運
を高めていく。

継続実施

27 放課後子ども教室
教育委員会事務局

実施
岸本、溝口の２教室を開設。児童クラブとも連携して
100名を超える参加者登録がある。運動や学習、体験
活動など放課後の有意義な居場所となっている。

達成

岸本小学校は人数が多く、指導員の数、活動
スペースの不足等、今後さらに人数が増えると
難しい状況も考えられる。運営委員会等で検討
していく。

継続実施

28
孫・ひ孫子育てセミ
ナー 健康対策課 完了 令和２年度で廃止

29 家庭教育支援事業
教育委員会事務局

実施

福祉、保健、教育部局が連携し、家庭教育支援チー
ムを組織。子育て相談窓口の開設、保育所や学校に
おける子育て講演会を企画。あわせて青少年育成伯
耆町民大会を共催し、子育てに関する講演会を行っ
ている。広報、チラシ等で保小中保護者の方への周
知を図る。

一部達成
新型コロナの感染症法上の類型が５類移行に
より、従来型の参集型の研修を行う。

継続実施
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子育て相談

乳幼児健診時、地域子育て支援セン
ター、役場窓口、教育支援センターに
おいて子育て等に関する相談を行い
ます。

子育て交流会

　関係機関と連携し、地域の子どもや
保護者の交流促進を図ります。また、
父親の子育て参加を促進するため、
交流会を休日に実施します。

家庭教育講演会
保育所、小中学校、その他関係団体
と連携し、講演会を開催し、家庭での
教育力の向上を図ります。
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30 介護用品支給事業 実施

在宅で重度の要介護者（介護4・5）を介護している家
族に対し、介護用品と引き換えのできる引換券を交付
した。
支給決定対象者　5人（内2人年度途中資格喪失）
総支給額　　188,010円
新規事業所登録　　0件

達成
利用者が固定化傾向のため、総合相談等での
周知が必要。

継続実施

31
生活支援体制整備事
業

実施

・生活支援コーディネーターの配置
     会計年度任用職員 1名
     社会福祉協議会 1名
・関係者によるネットワーク連絡会（協議体）の開催：
年2回
・研修会：講演会１回 「健康づくりフォーラム」と兼ねて
実施。

達成
社協と協働しながら、地域における支えあい活
動を推進する。

継続実施

32 家族介護教室 実施

障がい老人をささえる家族の会と連携を図りながら、
講演会を開催した。
テーマ「心不全を知ろう！」～心不全の基礎知識とポ
イントを知ろう～
講師　　渡部　いづる　氏
参加者数　16人

達成
より多くの方に関心を持って参加していただけ
るよう周知が必要。

継続実施

33 交流事業
要介護高齢者を介護している家族の
身体的、精神的負担の軽減を図るた
め、家族同士の交流事業を行います。

介護家族交流事業 健康対策課 実施

伯耆町障がい老人をささえる家族の会が行う介護家
族のつどい、家族介護教室などを行うための事務的
な補助と専門職の派遣を行った。
開催日　　　毎月１回　第４木曜日
時　間　　　　午後1時30分～3時
会　場　　パルプラスオンの和室または溝口公民館和
室（交互）
派遣職員　保健師、認知症地域支援推進員
実施回数　　１１回
※12月はオレンジカフェの日に変更し開催。
※1月は大雪の予報により中止

達成

当事者やその家族、知人などが気軽に集まり、
和やかな雰囲気の下で交流を楽しめる場所と
して継続。高齢になっても住み慣れた地域で安
心して尊厳あるその人らしい生活が継続できる
ようにするとともに、その家族の負担を軽減す
るため、活動拠点の運営をサポートする。

継続実施

34
（1）職場における
女性の地位向上の
促進

広報・ＣＡＴＶ等を
通じた広報活動

町内事業所や住民全般に、ポジティブ
アクションを周知します。

男女共同参画事業 総務課 実施 ホームページで周知を実施した。 一部達成

事業所への周知が不十分であった。鳥取県の
取組（鳥取県男女共同参画推進企業認定制
度）もあるので、県と協力し事業所への周知を
図っていきたい。

継続実施

35
（2）仕事と生活の
調和を図る体制の
推進

広報・ＣＡＴＶ等を
通じた広報活動

町内事業所や住民全般に、ワーク・ラ
イフ・バランスを周知します。

男女共同参画事業 総務課 実施 ホームページで周知を実施した。 一部達成

事業所への周知が不十分であった。鳥取県の
取組（鳥取県男女共同参画推進企業認定制
度）もあるので、県と協力し事業所への周知を
図っていきたい。

継続実施

36
（３）男女が共に能
力を発揮できる環
境づくり

広報・ＣＡＴＶ等を
通じた広報活動

町内事業所や住民全般に、多様な働
き方・各種制度・女性活躍の必要性を
周知します。

男女共同参画事業 総務課 実施 ホームページで周知を実施した。 一部達成

事業所への周知が不十分であった。鳥取県の
取組（鳥取県男女共同参画推進企業認定制
度）もあるので、県と協力し事業所への周知を
図っていきたい。

継続実施

（３）介護における
男女共同参画の推
進

家族介護教室
要介護高齢者を介護している家族等
に対し、介護知識の取得のための介
護教室を実施します。

健康対策課

3
　
職
場
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
の

推
進



5

基本
目標

基本方針 施策 事業・施策名 事業・施策の概要
実施事業名又は
関連・関係実施事業

担当課 取組状況 具体的取組内容
基本目標
に対する
評価

改善点など今後の事業展開への評価

令和６年度　伯耆町男女共同参画推進計画　実施状況調査書

NO

基本計画 令和５年度に実施した事業の状況

今 後 の
事 業 の
展開方針

37
男女共同参画事業 総務課

実施

性別による差別的な取扱いへの相談窓口である男女
共同参画センターよりん彩の周知を町の広報、防災
無線、ＣＡＴＶで行った。

達成 継続実施

38
人権教育推進事業 教育委員会事務局

実施
人権擁護委員による人権相談を実施した。実施に当
たっては、CATV、防災行政無線で周知を図った。

達成 Ⅰ‐1‐(2)に同じ 継続実施

39
総務課

実施 達成 継続実施

40
教育委員会事務局

実施 Ⅰ‐1‐(2)に同じ 達成 Ⅰ‐1‐(2)に同じ 継続実施

41 福祉課 実施

子育て支援センターを開設し、子育てに関する情報提
供、手作りおもちゃの講習や遊びの紹介、保護者の
ストレス軽減のための活動、季節に合わせた交流行
事、子育て相談等を実施した。
延べ人数：　子供　2,291人　、　大人　1,556人
世帯数：　68世帯

達成
子育て家庭であっても、子育て支援センターの
存在を認識していない人もまだあるので、もっと
紹介していく必要がある。

継続実施

42 シェルターの確保

鳥取県や庁内担当課と連携し、ドメス
ティックバイオレンス等に遭った被害
者を、加害の原因たる配偶者等から
隔離し保護するための施設を確保し
ます。

住宅管理事業 教育委員会事務局 実施
り災時等対応住宅の維持管理を行った。
保護する事案は、令和５年度中、発生しなかった。

達成
対応が必要な事案が発生した場合は、関係機
関と協議し、適切に連携する。

継続実施

43
妊婦健康診査の
助成

健康対策課 実施
　母子健康手帳交付件数 52件
         延べ受診者数644件

達成
　引き続き、届け出があった者について、必要
な枚数の受診券を発行する。

継続実施

44
多胎妊婦健康診
査費助成

健康対策課 実施
　多胎妊娠届出数 2件
  多胎追加分受診券利用 2件

達成
　引き続き、届け出があった者について、必要
な枚数の受診券を発行する。

継続実施

45
母子健康管理指
導事項連絡カード
事業

健康対策課 実施 妊娠届出時、全妊婦にチラシを配布し周知。 達成 　引き続き、必要な情報を伝えていく。 継続実施

46
妊産婦訪問指導
事業

健康対策課 実施

　支援が必要な妊産婦について、医療機関と連絡を
取りながら早期訪問指導を実施。
　妊婦訪問実績0件
　産婦訪問実績2件

達成
　対応者によって、支援の可否の判断に差が
出ないよう、アンケートや聞き取り内容をチーム
員と保健師間で情報共有していく。

継続実施

47 マタニティひろば 福祉課 実施

子育て支援センターにてマタニティ＆ベビー広場を月
に1回開催。　延べ利用者87人。
その他、利用実績はないが、妊婦への子育て相談日
の案内もしている。

達成
子育て相談日の妊婦利用についての周知を行
う。

継続実施

48
乳児家庭全戸訪
問事業

健康対策課 実施
　訪問にて児の身体計測及び母の心身の状態を把
握。必要時産後ケア・助産師訪問指導へつなげた。
　実訪問数57件

達成

　支援者よって指導内容に偏りが出ないよう、
統一した資料で指導する。
　訪問後、情報共有の時間を持ち、保健師間で
共通認識しておく。

継続実施

Ⅲ
　
男
女
の
人
権
と
擁
護
と

、
健
康
支
援

1
　
男
女
間
の
あ
ら
ゆ
る
暴
力
の
根
絶

（1）男女間のあら
ゆる暴力の予防と
根絶のための基盤
づくり

広報・ＣＡＴＶ等を
通じた広報活動

町内事業所や住民全般に、ドメス
ティックバイオレンス行動や相談先に
ついて周知します。

人権・行政相談所
の開催

人権・行政相談所を開設し、住民の方
からの相談に対応する環境を整備し
ます。

Ⅰ-1-（2）に同じ

2
　
女
性
の
健
康
対
策
の
推
進

（1）妊娠・出産など
生涯を通じた女性
の健康対策の推進

　安心して妊娠出産できる環境を確保するため、妊婦の健康
診査に係る費用を助成します。

多胎児の妊婦について、母子健康手帳交付時に妊婦健診に
加えて５回分の助成券を交付します。

　仕事を持つ妊産婦が医師等から通勤緩和や休憩などの指
導を受けた場合、その指導内容が事業主に的確に伝えられる
よう、カードの活用を推進します。

母子手帳交付時にアンケート調査を実施し、気になる妊産婦
に対して保健師等が訪問指導を行います。

　安心して妊娠、出産、子育てができるよう、妊婦同士の交流
や情報交換などの機会を提供します。

　生後４か月までの赤ちゃんがいる全家庭を保健師などが訪
問し、子育てに関する情報提供等や母子の心身の状況の把
握及び助言など、専門的な指導を行います。
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49 妊婦健康診査 健康対策課 実施 上記妊婦健康診査費助成と同上 達成 継続実施

50
乳がん・子宮がん
検診

健康対策課 実施

乳がん検診受診者数  306名
  うち、精密検査対象者 25名
　　　　（精密検査未受診者 2名）
子宮がん検診受診者数 553名
  うち、精密検査対象者 2名
　　　　（精密検査未受診者 2名）

達成
受診者数が増加するよう継続して受診勧奨を
行っていく。

継続実施

51 前立腺がん検診 健康対策課 実施
前立腺がん検診受診者数 307名
  うち精密検査対象者 14名
　　　　（精密検査未受診者 6名）

達成
精密検査受診率が低いため、精密検査受診率
が向上するよう継続して勧奨を行っていく。

継続実施

　安心して妊娠出産できる環境を確保するため、妊婦の健康
診査を実施します。

3
　
性
差
に
応
じ
た
健
康

支
援

（1）性差に応じた健
康の支援

乳がん・子宮がん検診を推奨し、早期発見早期治療につなげ
ます。

　前立腺がん検診を推奨し、早期発見早期治療につなげま
す。


